
 朝倉市建設工事等入札参加資格事業所基準 

 

 競争入札参加資格申請において、建設工事及び測量・建設コンサルタント等を申請す

る者については、事業所基準を定め、市内業者・準市内業者・市外業者に区分する。な

お、有効期間途中での業者区分の変更は、原則として認めない。 

 

１ 資格業者の定義：別紙【事業所基準フロー図】参照 

（１）市内業者   

          下記の①から④のいずれかに該当する者を市内業者とする。 

① 市内に本店(社)を設置している法人 

② 朝倉市の区域で創業し、現在本店(社)は市外に移しているが、市内に支店(営

業所)等を設置している法人 

③ 本店(社)は市外にあるが、相当規模※の支店（営業所）等を市内に設置して

いる法人 

④ 個人経営の市内の事業所にあっては、その経営を行う者が朝倉市の住民基本

台帳又は外国人登録原票に記載又は登録されていること 

※ 相当規模とは、自社所有の事務所等を有し、５年以上の営業実績があり、

20名以上の従業員（直接的・恒常的雇用の者に限る）を配置し、勤務時間

を通じて事務所に常駐する従業員が 2名以上いる事務所をいう。 

（２）準市内業者    

市内に支店（営業所）、事業所を設置している市内業者以外の法人又は個人で、

事務所、看板、電話、什器備品、法令に基づく技術者の配置など支店（営業所）

としての機能を備えている業者を準市内業者とする。 

（３）市外業者     

上記（１）、（２）以外の業者を市外業者とする。 

 

２ 資格業者の取扱い等 

（１）市内業者 

  (1) 格付する業種は、土木一式工事・舗装工事・建築一式工事・水道施設工事・

管工事・造園工事・電気工事の中から３業種を限度とする。 

  (2) その他の建設業の業種、測量及び建設コンサルタントについては、制限しな

い。 

（２）準市内業者 

  (1)  格付する業種は、土木一式工事・舗装工事・建築一式工事・水道施設工事・

管工事・造園工事・電気工事の中から１業種を限度とし、当該業種のＡラン

クには格付けしない。 

  (2) その他の建設業の業種、測量及び建設コンサルタントについては、制限しな

い。 

  (3) 建設工事準市内業者の希望確認回数は、市内対象業者数が１０社未満のとき

は４回毎、１０～１９社は５回毎、２０～２９社は７回毎、３０社以上は９回

毎とする。 

  (4) 道路測量コンサル準市内業者の指名回数は、市内業者の２分の１以内とする。 

（３）市外業者 

  (1) 必要に応じて指名する。 


